
松山市出産世帯応援事業補助金交付要綱 

 

制定 令和５年７月１３日 要綱第６７号 

改正 令和６年４月 ８日 要綱第５６号 

改正 令和６年７月 ８日 要綱第８１号 

改正 令和７年６月 ５日 要綱第６７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，令和４年１０月２８日に愛媛県が公表したえひめ人口減少対策重点

戦略に基づき，安心して子どもを産み育てることができる環境を整え，もって福祉の向

上及び少子化対策の促進を図るため，新たに子どもが生まれた世帯への支援として愛媛

県と本市が連携して実施する松山市出産世帯応援事業補助金（以下「補助金」という。

）の交付に関し，必要な事項を定める。 

２ 補助金の交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，松山市補助金等交付規則（

昭和４４年規則第６号）の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 対象児童 令和６年４月２日以後に生まれた者であって，第７条第１項の規定によ

る申請をする日（以下「申請日」という。）において，本市に居住しており，かつ，

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく本市の住民基本台帳（以下「住

民基本台帳」という。）に記録されているものをいう。 

(2) 非課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が，地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による対象児童が生まれた日（以下「出生日」という。）の属する年度分

の市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）均等割が課されていない世帯

又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された世帯及び

これに準じる状況にある世帯をいう。 

(3) 時短家電 家事の負担の軽減につながる家電製品であって，市長が認めるものをい

う。 

(4) 省エネ家電 電気等のエネルギーの消費性能が優れている家電製品であって，市長

が認めるものをいう。 



（補助金） 

第３条 市長は，次条に規定する補助対象者に対し，１０万円及び第６条に規定する補助

対象経費の実支出額を補助金として交付する。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は，申請

日において次の各号のいずれにも該当する者とする。この場合において，補助対象者と

なることができる者が世帯に２人以上いるときは，そのうちの１人が補助対象者となる

ものとする。 

(1) 本市に現に居住しており，かつ，本市の住民基本台帳に記録されている者 

(2) 対象児童の父又は母であって，対象児童と現に同居してこれを監護し，かつ，生計

を同じくするもの 

(3) 申請日から起算して１年以上継続して本市に居住する意思がある者 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，同項各号の要件を満たす者に準じる者について，

必要と認めるときは，当該者を補助対象者とすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，次のいずれかに該当する者は，補助対象者としない。 

(1) 松山市暴力団排除条例（平成２２年条例第３２号）第２条に規定する暴力団員等 

(2) 市税を滞納している者 

(3) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく保護を受けている者 

(4) 愛媛県内の他市町において，同一の対象児童について，えひめ人口減少対策総合交

付金による出産世帯応援事業に係る補助金の交付の決定を受けた者 

（補助対象期間） 

第５条 補助金の交付を受けることができる対象品目（別表に定める対象品目をいう。以

下同じ。）の購入に係る期間（以下「補助対象期間」という。）は，次のとおりとする。

この場合において，第２号の規定による期間は，第１号の規定による期間によることが

困難なときに限る。 

(1) 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１６条第１項の規定による対象児童に

係る母子健康手帳の交付を受けた日から対象児童が１歳に達する日まで 

(2) 市長が別に定める日から対象児童が１歳に達する日まで 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は，補助対象者が，補助対象期間に購入した対象品目の購入に係る



費用（消費税，送料・配達料及び設置工事費を含み，家電リサイクル料，買換えのため

の家具，家電等の処分費用及び対象品目の付属品等の購入に係る費用を除く。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，他の補助金等の交付の対象となっている費用は，補助対象

経費としない。 

３ 第１項に規定する購入に係る費用の全部又は一部を，現金又は資金決済に関する法律

（平成２１年法律第５９号）第３条に規定する前払式支払手段によらずに，割引券等を

使用して支払ったときは，当該使用した割引券等に相当する額を補助対象経費から控除

しなければならない。 

（補助対象経費の限度額及び補助金の額） 

第７条 対象児童１人当たりの補助対象経費の限度額は，次の各号に掲げる場合に応じ，

それぞれ当該各号に掲げる額とする。 

(1) 対象児童の父母の両方（父若しくは母がいない場合はいずれか一方）が当該出生日

において３６歳未満の場合 ２０万円 

(2) 対象児童の父母の両方又は一方が当該出生日において３６歳以上の場合 １０万円 

２ 補助金の額は，１０万円に，補助対象経費の実支出額と補助対象経費の限度額とを比

較し，いずれか少ない方の額を加えた額とする。この場合において，当該額に１，００

０円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てる。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「補助申請者」という。）は，

松山市出産世帯応援事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に，次に掲げる書類

を添えて，補助金の交付の決定を受けようとする年度の２月末日までに，市長に提出し

なければならない。ただし，対象児童が１歳に達する日以後は，当該申請をすることが

できない。 

２ 前項の規定にかかわらず，補助金の交付の決定を受けようとする年度の２月末日又は

対象児童が１歳に達する日が，松山市の休日を定める条例（平成３年条例第２４号）第

１条第１項に規定する市の休日に当たるときは，補助対象者は，その前日までに，前項

の申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定による申請は，１の対象児童当たり市長が別に定める期間内に１回を限

度とする。 

（補助金の交付の決定等） 



第９条 市長は，前条第１項の規定による申請があったときは，速やかにその内容を審査

し，補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは，松山市出産世

帯応援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により，補助申請者に通知

するものとする。 

３ 市長は，前項の規定により補助金の交付の決定を通知したときは，速やかに補助申請

者に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は，補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付の

決定を取り消すことができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。 

(3) その他市長が必要と認めるとき。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は，補助金の交付の決定を取り消した場合において，当該取消しに係る部

分について既に交付した補助金があるときは，期限を定めてその全部又は一部の返還を

求めるものとする。 

（調査等） 

第１２条 市長は，必要な限度において，補助申請者に対し，書類の提出若しくは報告を

求め，又は必要な調査（以下これらを「調査等」という。）をすることができる。この

場合において，補助申請者は，調査等に協力しなければならない。 

２ 市長は，必要な限度において，対象品目の販売者，配送・設置業者その他の関係者に

対し，報告を求めることができる。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか，この事業の実施に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

付 則 

この要綱は，令和５年７月１４日から施行する。 

付 則（令和６年４月 ８日 要綱第５６号） 

（施行期日） 



１ この要綱は，公布の日から施行する。 

付 則（令和６年７月 ８日 要綱第８１号） 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和６年７月１６日から施行する。 

   付 則（令和７年６月 ５日 要綱第６７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和７年６月９日から施行し，この要綱による改正後の第２条第１号に

規定する対象児童について適用する。 

 （出生日が令和７年３月３１日以前の対象児童の父又は母に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日以前に出生した対象児童の父又は母であって，申請日において次

の各号のいずれにも該当するものは，この要綱による改正後の第４条の規定にかかわ

らず，補助対象者としない。 

(1) 対象児童の父又は母の両方又は一方が３６歳以上である場合の当該父又は母 

(2) 非課税世帯に属さない者 

３ 令和７年３月３１日以前に出生した対象児童の父又は母であって，この要綱による改

正後の第４条及び前項の規定により補助対象者となる者（以下「令和６年度特例対象

者」という。）に係る補助対象経費の限度額は，この要綱による改正後の第７条第１

項の規定にかかわらず，１０万円とする。 

４ この要綱による改正後の第２条第１号に規定する対象児童について令和６年度中に補

助金の交付を受けている場合における当該令和６年度特例対象者は，この要綱による

改正後の第８条第３項の規定にかかわらず，令和７年度において再度同一の対象児童

に係る補助金の交付を申請することができる。 

５ 前項の場合における補助対象経費の限度額は，第３項の規定にかかわらず，１０万円

から令和６年度中に交付を受けた補助金の額を除いた額とする。この場合において，

令和６年度中に交付を受けた補助金の額が１０万円を超えるときは，この要綱による

改正後の第７条第２項の規定にかかわらず，その差額を１０万円から減じた額を補助

金の額とする。 

（出生日が令和６年４月２日から同年１２月２６日までの補助対象者に係る補助対象期

間及び交付申請の期限に関する特例） 

６ 出生日が令和６年４月２日から同年１２月２６日までの補助対象者に係るこの要綱に



よる改正後の第５条及び第８条の規定の適用については，第５条第１号中「対象児童

が１歳に達する日まで」とあるのは「令和７年１２月２６日まで」と，第８条第１項

中「補助金の交付の決定を受けようとする年度の２月末日までに，市長に提出しなけ

ればならない。ただし，対象児童が１歳に達する日以後は，当該申請をすることがで

きない。」とあるのは「令和７年１２月２６日までに市長に提出しなければならない。

」と，同条第２項中「補助金の交付の決定を受けようとする年度の２月末日又は対象

児童が１歳に達する日」とあるのは「令和７年１２月２６日」とする。 

別表（第６条関係） 

区分 対象品目 

育児用品 

マタニティパジャマ，授乳用下着，母乳パッド，腹帯，妊娠線ク

リーム，母子手帳ケース，チャイルドシート，ベビーカー，抱っ

こ紐，ベビーベッド，ハイローチェア，バウンサー，ベビーサー

クル，キッチンゲート，プレイマット，食事用いす，鼻吸い器，

衛生用品，搾乳機，湯温計，寝具一式，バスチェア，メリー，遊

具，歩行器，三輪車などの乗り物，空気清浄機・加湿器・除湿器

，収納・ハンガー，肌着，衣類，洗剤，おくるみ，ブランケット

，ベビーハンガー，靴下，靴，帽子，ミトン，哺乳瓶，ミルク，

哺乳瓶消毒液，おしゃぶり，おむつ（第一子のみ），防水シーツ

，おしりふき，おむつ替えシート，水遊び用おむつ，離乳食用の

調理セット・スプーンフォーク・食器セット・マグ，ベビーフー

ド，ベビー用飲料，ベビーお菓子，ベビーバス，ベビーソープ，

保湿剤，タオル，ベビー綿棒，日焼け止め等 

時短家電 

洗濯機・洗濯乾燥機，食器洗い乾燥機，掃除機・ロボット掃除機

，電子レンジ，オーブンレンジ，オーブントースター，炊飯器，

電気圧力鍋，電気ポット，フードプロセッサー等 

省エネ家電 冷蔵庫，冷凍庫，エアコン，照明器具，温水機器（電気・ガス） 

その他 その他市長が適当と認めるもの 

備考 

１ 対象品目は，中古品を除く。 

２ １の対象品目の購入費用は，１，０００円以上とする。 

３ 省エネ家電は，購入した日において，資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サ

イト」に掲載されている統一省エネラベル２つ星以上の製品（エアコンについては，

２０２７年度を目標とする新基準によるものに限る。）に限る。 


